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議案第２５号 

   天理市保育の実施に関する条例の全部改正について 

 天理市保育の実施に関する条例の全部を次のように改正しようとする。 

  平成27年３月２日提出 

天理市長 並 河  健  

   天理市立保育所の保育料に関する条例 

 天理市保育の実施に関する条例（昭和62年３月天理市条例第１号）の全部を

改正する。 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号。以下「法」 

という｡)及び児童福祉法（昭和22年法律第1 6 4号）に基づき、天理市立保育

所（以下「市立保育所」という｡)における利用者負担額（以下「保育料」と

いう｡)その他利用料の徴収等に関し必要な事項を定めるものとする。 

（保育料） 

第２条 市長は、市立保育所において保育を受けた子どもの保護者（法第６条

第２項に規定する保護者をいう｡)又は扶養義務者（民法（明治29年法律第89

号）に規定する扶養義務者をいう｡)（以下「保護者等」という｡)から法第27

条第３項第２号又は第28条第２項第１号若しくは第２号の規定による政令で

定める額を限度として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して規則で定

める額（本市の区域外に居住する場合にあっては、居住する市町村の定める

額）の保育料を徴収する。 

（延長保育料） 

第３条 市長は、市立保育所において通常保育時間外の保育（以下「延長保育」 

という｡)を受けた子どもの保護者等から子ども１人につき日額3 0 0円を超え

ない範囲内において規則で定める額の延長保育料を徴収する。 

 （保育料等の納期） 

第４条 保育料及び延長保育料（以下「保育料等」という｡)は、月を単位とし

て徴収するものとし、保護者等は、当該月分の保育料等を市長が指定する期

日までに納付しなければならない。 
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（保育料等の還付） 

第５条 既納の保育料等は、還付しない。ただし、市長が特別な理由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

（保育料等の減免） 

第６条 市長は、特別な理由があると認めるときは、保育料等を減額又は免除

することができる。 

（委任） 

第７条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年４月１日から施行する。ただし、第３条の規定は、

同年９月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の天理市保育の実施に関する条例の規定に

より納付すべき保育料を滞納し、この条例の施行の日以後に当該滞納者が納

付すべき保育料については、なお従前の例による。 

 


